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附属機関等の運営に関する基本事項

東京都会計基準委員会

専門家会議

東京都会計基準委員会設置要綱

平成18年4月1日

東京都会計基準の継続的な見直しその他複式簿記・発生主義による会計手

法に係る検討を行うため

https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukaikei-

kessan/kaikeikijyuniinkai

会計管理局管理部会計企画課

公開

非公表の計数など、公にすることにより、事業の適正な執行に支障を与え

るおそれや、会計基準改正に当たり試算した金額など、委員会内部での検

討段階のもので、その内容が確定事項と誤解され都民の間に混乱を生じさ

せるおそれ、また、法人の経営状況等に関する情報であって、公にするこ

とで当該法人の事業運営上の地位が損なわれるおそれがある場合について

は、一部非公開とする場合がある。

-

3人

電話番号：03-5320-5963 　FAX番号：-
問い合わせ先

委員数
（　うち、女性委員数　2人　）

一部非公開

・非公表の計数など、公にすることにより、事業の適正な執行に支障を与

えるおそれがある情報が取り扱われる場合は、非公開とする。

・会計基準改正に当たり試算した金額など、委員会内部での検討段階のも

ので、その内容が確定事項と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれ

がある情報が取り扱われる場合は、非公開とする。

・法人の経営状況等に関する情報であって、公にすることで当該法人の事

業運営上の地位が損なわれるおそれがある情報が取り扱われる場合は、非

公開とする。


